
 
『小さな会社は税金を上手に払いなさい！』（平成２３年７月刊行）を 

お買上げいただきました読者の方へのお知らせ 
 
以下の文章において不適切な表現がありました。なお、この制度は平成２４年３月末までの適用に

なっています（予定）。 
 
１．	
 本書２９ページ	
 ７～８行目について 
修整前 
「１年で 40万円を償却しますが、これに 30％の 12 万円を上乗せして、52 万円を損金計上できる
ということです。」 
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ↓ 
 
修整後 
「１年で 40万円を償却しますが、これに取得原価の 30％の 60 万円を上乗せして、合計 100 万円
を損金計上できるということです。」 
 
＊なお、この点について２刷では修正しています。 
 
平成２３年８月吉日 
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